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お問い合わせ　世界遺産推進課世界遺産登録推進係　☎ ６３－５１３６

　世界文化遺産となった「佐渡島の金山」の
価値を将来にわたり保存・継承していく活動
を、今後も官民協働で取り組んでいくための
シンボルとして、新しいロゴマークデザイン
を募集しました。
　審査の結果、全国から応募された 107
作品の中から、「佐渡島の金山」を象徴する

「道遊の割戸」をモチーフとした作品が新し
いロゴマークに決定しました！
　選考方法は、一次審査を通過した５つの最

終選考作品を対象として、佐渡市公式 LINE のお友だち登録者による最終投票を行いました。投票期間は
令和６年 12 月 27 日～令和７年１月 17 日の 22 日間で、採用作品は、投票総数 2,414 票のうち最多の
940 票（得票率 39％）を獲得しました。
　ぜひ、市民の皆　からも広くご活用いただきますようお願いします。

さ　ど

さ　ど

占部 博士さん（東京都在住／グラフィックデザイナー）
うらべ　   ひろし

【作品のコンセプト】
　佐渡金銀山のシンボル「道遊の割戸」と佐渡島のシルエットがモチーフ。金色にあしらった円形の背景
は地球や大地などを連想させ、道遊の割戸のシルエットを浮かび上がらせる。
　日本が世界に誇る「佐渡島の金山」を金色の輝きでアピールする。

　世界遺産「佐渡島の金山」の普及啓発に関係する活動や、佐渡の世界遺産を
支援する企業・団体や個人などに広くご活用ください。
　詳しくは、市ホームぺージから使用規定をご確認の上、使用届を提出してく
ださい。ロゴマークの画像データは市ホームぺージからダウンロードいただけ
ます。
https://www.city.sado.niigata.jp/site/mine/68438.html

ロゴマークの使用について

世界遺産「佐渡島の金山」
新ロゴマーク決定‼

英語版

考案者

user
タイプライターテキスト
様



現組織の名称 ▶ 新組織の名称 新組織の主な業務内容

総務部
　　総務課
　　　　デジタル政策室
　　防災課

▶総務部
　　総務課
　　　　デジタル広報室
　　防災課

市議会、文書法規、統計、人事、行政改革
情報管理、情報政策、広報広聴
防災、防犯対策、交通安全対策

企画部
　　総合政策課
　　　　再エネ推進室
　　秘書広報課

▶企画部
　　総合政策課
　　　　再エネ推進室
　　（総合政策課と総務課へ）
　　交通政策課
　　　空港整備対策室

市行政の施策の企画調整、ふるさと納税、秘書
脱炭素、再生可能エネルギー

地域交通、航路
空路

観光振興部
　　観光振興課
　　世界遺産推進課
　　　　文化財室
　　交通政策課
　　　　空港整備対策室

▶ 新 観光文化スポーツ部
　　観光振興課
　　世界遺産課
　　（世界遺産課へ）
　　（企画部へ）

　新 文化スポーツ課

部内の企画調整、観光振興
世界遺産、文化財保護

文化、スポーツ、ジオパーク、博物館

教育委員会
　　教育総務課
　　学校教育課
　　社会教育課
　　　　ジオパーク推進室
　　　　佐渡学センター
　　　　図書館
　　　　中央文化会館
　　　　教育事務所

▶教育委員会
　　教育総務課
　　学校教育課
　　社会教育課
　　（文化スポーツ課へ）
　　（文化スポーツ課へ）
　　　図書館
　　　中央文化会館
　　　教育事務所※

教育委員会の運営、学校の施設整備
教育課程、学習・生活指導、教育相談
社会教育、部活動の地域移行

読書活動、図書の貸出
ホール・会議室等の貸出、コンサートなど
公民館活動、施設の貸出

令和７年４月１日から市の組織が一部変わります令和７年４月１日から市の組織が一部変わります

※次の下線部のとおり教育事務所職員の配置場所を変更します。配置が変わる地区公民館施設は、管理人が配置されますので、
これまで同様にご利用いただけます。公民館、社会体育施設、学校体育施設開放の予約、申請などは、引き続き公民館ま
でご連絡ください。

▶ 新配置場所 電話 FAX 地区公民館 電話
東教育事務所
両津地区教育係 両津支所内 27-4181 27-2632

北教育事務所
相川地区教育係 ▶ 相川支所内 74-0337 74-2551 ※ 2 74-2332（公民館）

北教育事務所
佐和田地区教育係 ▶ 佐和田行政サービスセンター内 57-2111 52-6022 57-8131（公民館）

東教育事務所
金井地区教育係 ▶ 市役所本庁第２庁舎 金井地域センター内 63-3843 63-5125 ※ 2 63-4151（公民館）

西教育事務所
新穂地区教育係 新穂行政サービスセンター内 22-2075 24-6010 ※ 2

西教育事務所
畑野地区教育係 ▶ 畑野行政サービスセンター内 66-2105 66-3838 ※ 2 66-3889（公民館）

西教育事務所
真野地区教育係 真野行政サービスセンター内 58-7120 55-4338 ※ 2

南教育事務所
小木地区教育係 小木行政サービスセンター内 86-3191 81-4005 ※ 2

南教育事務所
羽茂地区教育係 ▶ 羽茂支所内 88-3111 88-2420 ※ 2 88-2230（公民館）

南教育事務所
赤泊地区教育係 ▶ 赤泊行政サービスセンター内 87-3111 87-3110 ※ 2 87-3141（公民館）

※2  これまでの公民館 FAX 番号は使用できなくなります。新しい FAX 番号をご利用ください。

3 市報さど　令和7年3月号



令和７年４月からの本庁舎をご案内します

第 1 庁舎

第 2 庁舎

部　署 電　話
1 階
会計課 63-5111
健康医療対策課 63-3115
市民課 63-5112
税務課 63-5110
高齢福祉課 63-3790
社会福祉課 63-5113
子ども若者課 63-3126
2 階
総務課 63-3111
防災課 63-3125
総合政策課 63-3802
財政課 63-3114
財産管理課 67-7036
3 階
議会事務局 67-7555

部　署 電　話
1 階
地域産業振興課 67-7863
移住交流推進課 67-7153
農林水産振興課 63-3761
農業政策課 63-5117
生活環境課 63-3113
農業委員会 63-5115
交通政策課 63-3184
金井地域センター

63-3843
金井地区教育係
2 階
世界遺産課 63-5136
観光振興課 67-7602
文化スポーツ課 63-5140
契約検査室 63-5137
監査委員事務局 63-3112
3 階
建設課 63-5118
建築住宅課 67-7403
上下水道課（水道） 67-7280
上下水道課（下水道） 67-7857

1 階

2 階

3 階

第 1 庁舎 第 2 庁舎

多目的スペース多目的スペース

相談室相談室

税務課税務課
会計課会計課

市民課市民課
高齢福祉課高齢福祉課

社会福祉課社会福祉課
子ども若者課子ども若者課
健康医療対策課健康医療対策課

会議室会議室
1-1011-101

相談室相談室

相談室相談室
キッズスペースキッズスペース 夜間夜間

休日休日
受付受付

農林水産農林水産
振興課振興課

農業政策課農業政策課

生活環境課生活環境課

地域産業地域産業
振興課振興課

移住交流推進課移住交流推進課

金井地域センター金井地域センター
金井地区教育係金井地区教育係

農業農業
委員会委員会

交通交通
政策課政策課

財政課財政課 総合政策課総合政策課 総務課総務課

会議室会議室
1-2041-204

会議室会議室
1-2051-205

会議室会議室
1-2011-201

防災課防災課
財産管理課財産管理課

大会議室大会議室
世界遺産課世界遺産課

文化文化スポーツスポーツ課課

観光振興課観光振興課

契約検査室契約検査室

会議室会議室
1-2031-203

会議室会議室
1-2021-202 会議室会議室

2-2012-201
会議室会議室
2-2022-202

監査委員監査委員
事務局事務局

会議室会議室
2-2042-204会議室会議室

2-2032-203

第 3 委員会室第 3 委員会室 第 2 委員会室第 2 委員会室

議　場議　場 傍聴席傍聴席 第1委員会室第1委員会室

議会図書館議会図書館

モニター傍聴スペースモニター傍聴スペース

議会事務局議会事務局

建設課建設課

建築住宅課建築住宅課
上下水道課上下水道課

会議室会議室
2-3012-301

会議室会議室
2-3022-302

会議室会議室
2-3032-303
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お問い合わせ　総務課行革推進係　☎６３―３１１１



お引越しの際は
『書かない窓口 申請書事前作成』
をご利用ください！

　「書かない窓口」って？
　職員がヒアリングにより申請書の作成を支援するので、
　お客様による住所や氏名などの記入が不要になります。

　「書かない窓口」のメリットは？
　複数の申請を行う場合、一度入力を行った項目の
　転記機能があるため、申請書への入力の時間が短縮できます。

市役所でのお手続きがスムーズに！

申請書事前作成とは？ 

【お問い合わせ】
お手続きに関すること　市民課戸籍係　☎６３―５１１2
システムに関すること　総務課デジタル政策室デジタル推進係　☎６３―５１３９

　佐渡市では、お引越し手続に関する申請書を、ご自宅などでスマホやパソコンを使っ
て事前に作成することができます。
①右下の二次元コードを読み込み、ライフイベントに関する質問にお答えいただくこ
　とで、　市役所で必要な手続きの一覧がわかります。
②メールアドレスによる本人確認を行い、画面に従って申請書を事前作成します。
③作成後、メールアドレス宛に二次元コードが送付されますので、市役所窓口にてご
　提示ください。職員が「書かない窓口」で申請をお受けいたします。

自　宅 自治体窓口 申請書の
事前作成は
こちら
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Q
Q

R
R

QRQR

インターネットでインターネットで
自宅から事前作成自宅から事前作成
二次元コード作成二次元コード作成

二次元コードを読み込み二次元コードを読み込み
本人確認を実施本人確認を実施

申請書完成

見本見本
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こんなとき 届出に必要なもの 届出に持参するもの

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き

他の市町村から転入してきた
とき 転出証明書

〇�マイナンバーカード（個人番号
カード）または、マイナンバー
が確認できる書類と本人確認書
類

本人確認書類とは・・・
〇�運転免許証などの顔写真付きの
証明書１点
〇�顔写真付きでない場合、保険証、
年金手帳、年金証書など、住所・
氏名・生年月日が確認できるも
の２点が必要です。

※�同時に、年金の手続きを行う場
合は、年金手帳や年金証書など、
基礎年金番号が分かる書類をご
持参ください。
※�窓口に来られる方と届け出が必
要な方が別世帯の場合は委任状
が必要です。

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険・厚生年金をやめ
たことを証明するもの

職場の健康保険の被扶養者で
なくなったとき

被扶養者でなくなったことを証明
するもの

子どもが生まれたとき 母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
と
き

他の市町村に転出するとき 国民健康保険の保険証など

職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険の保険証など、職場
健康保険に加入したことを証明す
るもの（資格確認書、資格情報の
お知らせなど）

職場の健康保険の被扶養者に
なったとき

国保の被保険者が死亡したとき 国民健康保険の保険証など

生活保護を受けるようになった
とき

国民健康保険の保険証など、保護
開始決定通知書

そ　

の　

他

市内で住所が変わったとき

国民健康保険の保険証など世帯主や氏名が変わったとき

世帯分離・合併したとき

修学のため、佐渡市から転出する
とき

在学証明書（原本）または学生証（写
し）
※�学生証（写し）は電子データの
提示も可能

国民健康保険・国民年金の届出をお忘れなく
春は進学や就職、退職などが多い時期です。

国民健康保険に加入したりやめたりするときは 14 日以内に届出をしてください。

こんなときは、届出が必要です
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　 加入の届出が遅れた場合、どうなりますか？
　国民健康保険に加入している情報がないため、その間にかかった医療費はいったん、
全額自己負担となります。
　国民健康保険や国民年金への加入は、届出が遅れたとしても加入発生の事実が生じた
時点までさかのぼっての加入となるため、国民健康保険税や国民年金保険料もさかの
ぼって納める必要があります。

　 やめる届出が遅れた場合、どうなりますか？
　国民健康保険税と国民健康保険以外の健康保険料が二重でかかってしまいます。既に別の健康保険に
加入しているのに国民健康保険で受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただく必
要があります。
※職場の健康保険に加入しても、職場から市役所に国民健康保険をやめる届出はされません。

任意継続制度について
　職場の健康保険によっては、退職後も在職中と同様に職場の健康
保険に加入できる「任意継続制度」があります。
　国民健康保険税は、国民健康保険に加入する方の前年の所得と世
帯の国民健康保険加入者の人数を基に算定されるため、状況によっ
ては任意継続制度の方が有利になる場合があります。国民健康保険
税は市役所窓口で試算できます。
　任意継続制度の加入要件や掛金などは、在職中に加入していた健
康保険の保険者または職場の担当者にご確認ください。

国民健康保険税の軽減措置制度があります
　倒産・解雇・雇止めなどの事業主の都合による退職の場合、国民健康保険税が軽減されます。
詳しくはお問い合わせください。

Ｑ

Ｑ

テレビ電話で年金相談
　テレビ電話を通じて日本年金機構の職員へ直接、年金のご相談ができます。
○むずかしい操作はありません 
○個室でプライバシーにも配慮！

・年金請求や諸変更手続き
・年金見込額や年金記録の確認
・年金の決定内容や支払内容の確認　など

佐和田行政サービスセンター　１階ロビー
　午前９時～午後４時
　（土 ･ 日 ･ 祝日、年末年始を除く）

～事前予約が必要です～
予約受付へお電話でお申し込みください。
連絡の際は、基礎年金番号の分かる書類をご準備
ください。

日本年金機構新潟西年金事務所   お客様相談室
　☎ 025-225-3008（自動音声５番）
　受付時間／午前８時 30 分～午後４時 30 分
　（土 ･ 日 ･ 祝日、年末年始を除く）

お問い合わせ
市民課保険年金係　☎�６３―５１１２　または各支所・行政サービスセンター市民生活係
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　企業の若手社員の人材育成と、学生の地元企業への関心を高めることを目的として、「実習　企業の若手社員の人材育成と、学生の地元企業への関心を高めることを目的として、「実習
授業で困っていることを解決できる装置」をテーマに、佐渡工業会と佐渡総合高校が２年にわ授業で困っていることを解決できる装置」をテーマに、佐渡工業会と佐渡総合高校が２年にわ

「ケーブル切断装置」試作品の「ケーブル切断装置」試作品の成果発表を行いました成果発表を行いました

佐渡工業会と佐渡総合高校との佐渡工業会と佐渡総合高校との
連携プロジェクト！連携プロジェクト！12/ 23

「ケーブル切断装置」試作品実演の様子「ケーブル切断装置」試作品実演の様子

成果発表に参加した佐渡工業会と佐渡総合高校の皆さん成果発表に参加した佐渡工業会と佐渡総合高校の皆さん

たり、企画・設計・開発に連携して取りたり、企画・設計・開発に連携して取り
組みました。組みました。
　12 月 23 日には、昨年度の企画コン　12 月 23 日には、昨年度の企画コン
ペで選定された「ケーブル切断装置」ペで選定された「ケーブル切断装置」

（電気工事士の実習授業で使うケーブ（電気工事士の実習授業で使うケーブ
ルを、１回ごとに測って切る手間を解ルを、１回ごとに測って切る手間を解
消するための装置）の試作品の成果発消するための装置）の試作品の成果発
表が行われ、加工や組み立ての一部に表が行われ、加工や組み立ての一部に
も携わった学生と共に実演成功を喜びも携わった学生と共に実演成功を喜び
ました。ました。
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第第 1717 回冬の日本海に新年の願いを叫ぶ回冬の日本海に新年の願いを叫ぶコンテストコンテストinin 願願
荒波くだける厳冬の海に願いを叫ぶ荒波くだける厳冬の海に願いを叫ぶ
コンテストにコンテストに 2626人が参加人が参加

　北陸農政局では、農山漁村における男女　北陸農政局では、農山漁村における男女
共同参画の実現を目指して経営・社会参画共同参画の実現を目指して経営・社会参画
の優良な取り組みを行っている個人や団体の優良な取り組みを行っている個人や団体
を表彰しています。を表彰しています。
　この度、ＪＡ佐渡の「よらんか舎」の準備　この度、ＪＡ佐渡の「よらんか舎」の準備
委員会や運営委員会の委員長を務め、直売委員会や運営委員会の委員長を務め、直売
所の運営と発展に尽力された知本チサさん所の運営と発展に尽力された知本チサさん

（真野地区）が佐渡市で初めて受賞されました。（真野地区）が佐渡市で初めて受賞されました。

　願地区の海岸で、地名にちなんで、新しい　願地区の海岸で、地名にちなんで、新しい
年に託す願いを叫ぶ恒例のコンテストが開催年に託す願いを叫ぶ恒例のコンテストが開催
されました。今年は「一般の部」のほかに「佐されました。今年は「一般の部」のほかに「佐
渡島の金山」が世界文化遺産に登録されたこ渡島の金山」が世界文化遺産に登録されたこ
とを記念して「世界遺産の部」が新設されまとを記念して「世界遺産の部」が新設されま
した。過去最多となる 23 組 26 人が参加し、した。過去最多となる 23 組 26 人が参加し、
優勝者にはとれたてのアワビが贈られました。優勝者にはとれたてのアワビが贈られました。

（主催：佐渡國しま海道）（主催：佐渡國しま海道）

受賞報告をした知本さん受賞報告をした知本さん

厳冬の海に思いっきり願いを叫ぶ！厳冬の海に思いっきり願いを叫ぶ！

1/ 30

1/ 25

よらんかよらんか舎舎
や

の開設に尽力の知本チサさんの開設に尽力の知本チサさん
北陸農政局 農山漁村男女共同参画優良事例北陸農政局 農山漁村男女共同参画優良事例
表彰受賞を報告表彰受賞を報告

テーマは「身近な自然の多様性」テーマは「身近な自然の多様性」
第 2 回ネイチャー甲子園第 2 回ネイチャー甲子園
生きもの調査部門で羽茂高校が第1位生きもの調査部門で羽茂高校が第1位

　身近な自然や生きもの、それに関わりあっ　身近な自然や生きもの、それに関わりあっ
て生きる人々にスポットを当て、動画撮影て生きる人々にスポットを当て、動画撮影
や調査によって、地域の自然や文化についや調査によって、地域の自然や文化につい
て理解し、紹介する「ネイチャー甲子園」。て理解し、紹介する「ネイチャー甲子園」。
　今年度の決勝大会が２月９日（日）に大　今年度の決勝大会が２月９日（日）に大
阪で開催され、羽茂高校が生きもの調査部阪で開催され、羽茂高校が生きもの調査部
門・植物の部で第１位を獲得しました。お門・植物の部で第１位を獲得しました。お
めでとうございます！めでとうございます！

2 / 9

授賞式では賞状と記念の盾が贈られました授賞式では賞状と記念の盾が贈られました
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　毎年、市内の小・中学生を対象に「美しい島 佐渡」をテーマにポスター（絵画）・標語コンクール　毎年、市内の小・中学生を対象に「美しい島 佐渡」をテーマにポスター（絵画）・標語コンクール
を実施しています。を実施しています。
　令和６年度はポスター部門 26 点、標語部門 197 点の応募があり、最優秀賞を受賞した４名の　令和６年度はポスター部門 26 点、標語部門 197 点の応募があり、最優秀賞を受賞した４名の
作品は、市役所本庁舎、各支所・行政サービスセンターなどの公共施設などにポスターで掲示します。作品は、市役所本庁舎、各支所・行政サービスセンターなどの公共施設などにポスターで掲示します。
　子どもたちの想いとともに佐渡をより美しくするため、今後も環境美化活動に取り組んでいきます。　子どもたちの想いとともに佐渡をより美しくするため、今後も環境美化活動に取り組んでいきます。

受賞おめでとうございます！受賞おめでとうございます！
佐渡を美しくする会佐渡を美しくする会
ポスター・標語コンクール受賞作品表彰ポスター・標語コンクール受賞作品表彰

2 / 6

佐和田中３年佐和田中３年

　　矢矢
や

田田
だ

茉茉
ま

祐祐
ゆ

さんさん

両津小６年両津小６年
　　齋齋

さい

藤藤
とう

蒼蒼
あお

依依
い

さんさん

高千中３年高千中３年
　　八八

や

子子
こ

日日
ひ

花花
か

里里
り

さんさん
赤泊小５年赤泊小５年
　　佐佐

さ

々々
さ

木木
き

七七
なな

海海
み

さんさん
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古紙（資源）と廃棄文書（燃やすごみ）では
出しかたが違います

　最近、新聞紙やチラシ、雑がみを紙袋やビニール袋、段ボール箱に
入れて出されるケースが増えています。
　古紙は、再生紙の資源としてリサイクルしています。古紙を袋や箱
に入れて出されると、選別ではじかれて、リサイクルできなくなって
しまいます。
　古紙は、種類ごとに分別し、持ちやすい重さに束
ねて、ヒモなどで十文字にしっかり縛った状態で、
回収場所に出してくださいますようお願いします。

　例年、年度末に官公庁や各教育機関、民間事業所などから、古紙に出せない多量
の廃棄書類などが『燃やすごみ』として佐渡クリーンセンターに搬入されますが、
書類をファイルやバインダーにとじたままのものや、段ボール箱に詰めたまま「ご
みピット」に投入されるケースが増えています。（※ひもで縛ったままのものも同
様です）
　ファイルやバインダーにとじたままのものや、段ボール箱に詰めたままの書類は、
中まで火が回らず、中心部が燃え残ってしまいます。
まとまった書類を「燃やすごみ」として佐渡クリーンセンターに持ち込む際は、あ
らかじめ書類をファイルやバインダーから取り外して搬入するようお願いします。

①令和７年３月末に高校・短大・専門学校などを卒業する子がいる、もしくは平成18年４月２日～平成
　19年４月１日生まれ（高校3年生年代）の子がいる
②現在児童手当の多子加算を受給している
③令和７年４月以降も、①の子に対し監護相当・生計費の負担があるため、引き続き多子加算の対象に加
　えたい
④令和7年 4月以降も、高校3年生年代以下の児童と、①の子を含む大学生年代（平成15年４月２日～
　平成19年４月１日出生）の子を合わせて3人以上を監護し、生計費を負担する
　①・②両方の条件に該当する方には、3月中に申請書をお送りします。3月末までに手紙が届かない場
合は、お問合せください。

　令和6年 10月の制度改正により申請が必要で、手続きが完了していない方は手続きをお願いします。
申請状況などご不明な場合は子ども若者課までお問合せください。
　お手続きがお済みの方も、通帳を確認していただき、申請内容が反映されているかなどをご確認くださ
い。

〇廃棄書類を佐渡クリーンセンターに出す場合の注意点

燃え残った書類の再燃焼経費削減のためにも、ご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ　生活環境課クリーン推進係　☎ ６３－３１１３

お問い合わせ　子ども若者課子育て支援係　☎ ６３－３１２６

現在児童手当を受給中で、令和７年３月末に高校・短大・専門学校などを
卒業されるお子さんがいる方へ　―お手続きのご案内―

令和7年4月時点で、次の①～④にすべて該当される方は、お手続きが必要です

■児童手当の制度改正に伴う手続はお済みですか？ 申請期限は令和7年 3月 31日まで

ご注意
下さい !!

〇古紙を回収場所に出す場合の注意点
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公共下水道終末処理場

漁業集落排水処理施設

農業集落排水処理施設

の は『 』です 
 

下水道マスコットキャラクター
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  これは へ を させるため、 ある ごとに 
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な などから による ができる が られて 
いるためです。 

は、６つの と５つの 、１つの の 12 の
が に しており、 な によりポンプ を く し、 も いという

があります。また、 は いに れているため、 と じく できる は られていま
す。 
 

処理区

下水道本管 

終末処理場
または 集落排水処理施設

箇所

マンホール 
( 箇所) 

ポンプ場
箇所

管路総延長＝約 km 

滅菌設備付き配水池
箇所

水 源
施 設

箇所

配水池
箇所

浄水場
箇所

管路総延長＝約 km 

（送水管） 水道本管（配水管） （導水管） 

水道本管 （配水管） （導水管） 

給水区域

（数値は令和4年度末現在） 

（数値は令和4年度末現在） 

お問い合わせ　上下水道課 （水道）☎６７―７２８０　（下水道）☎６７―７８５７

下水道事業

１ｍ３ は、２ℓのペットボトルで 500 本分、
お風呂の浴槽４～５杯分の量です

下水道に流した汚水をきれいにするため
にはいくらお金がかかって、
そのお金はどこから来ているんだろう？

下水道マスコットキャラクター
スイスイくん

税金などからのお金
（一般会計繰入金など）

29 %（約 90 円）

皆さまが支払う下水道使用料

71%（約 220 円）
＜この割合を経費回収率といいます＞

下水道に流した汚水 1m3 をきれいにする費用は約 310 円

汚水をきれいにする費用を、すべて使用料でまかなえていないことが課題なんだね！

※ グラフデータは、令和５年度佐渡市下水道事業会計決算数値を基に、簡略化して表示しています。
※ 経費回収率の基となる汚水処理単価は基準内繰入などが控除されています。

3 円

38 円

15 円 5 円
4 円

7 円

28 円

職員の給料など

施設の運転・維持管理などを
専門の会社に委託する費用

施設の電気代や燃料代、
薬品代などの費用

壊れた施設を直す費用

その他の費用借りたお金の利息

浄化センターやポンプ場、
下水道管を作った費用

下水道使用料の使い途は
どうなっているのかな？

施設の維持管理にかかる
費用の割合も大きいね！

皆さまが支払う下水道使用料 100 円あたりの使い途

施設を動かすためにたくさんのお金が必要で、それぞれの施設は離れているから一緒にするのも
難しいんだよ。だから、今後、人口が減っても、それぞれの施設を維持していかなければならない
ので、費用が大きく減ることは無い、ということが課題となってくるんだね！

つかいみち

×５００本 ×４～５

つかいみち

　今回は各事業の経営状況の一部と経営上の課題についてご紹介します。

No.02

水道事業

水道マスコットキャラクター
Dr. すいどー

税金などからのお金
（一般会計繰入金など）

35%
（約 130 円）

皆さまが支払う水道料金
65%

（約 240 円）
＜この割合を料金回収率

といいます＞

水道水１m3をつくる費用は約370円

水道水をつくる費用を、すべて水道料金でまかなえていないことが課題なんだね！

それぞれが離れていたり、水源が確保できないから多い施設を一緒にするのも難しいん
だよね。だから、今後、人口が減っても、それぞれの施設を維持していかなければ
ならないので、費用が大きく減ることは無い、ということが課題となってくるんだね！

皆さまが支払う水道料金100円あたりの使い途

「水道マスコットキャラクター Ｄｒ. すいどー」 引用：日本水道協会「水道 PR パッケージ」

水道料金の使い途は
どうなっているのかな？

施設を多く持っているから、
この費用の割合が大きいんだね！

職員の給料など

施設の運転・維持管理などを
専門の会社に委託する費用

施設を動かすための電気代や
燃料代、浄水処理と消毒のための

薬品代などの費用

壊れた施設を直す費用

その他の費用

借りたお金の利息

浄水場や配水池、
管路などを
作った費用

52円

3円

7円

11円

8円

11円

8円

水道水をつくるために
いくらお金がかかって、
そのお金はどこから
きているのだろう？

つかいみち

※ グラフデータは、令和５年度水道事業会計決算数値を基に、簡略化して表示しています。

つかいみち
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お問い合わせ　上下水道課 （水道）☎６７―７２８０　（下水道）☎６７―７８５７

下水道事業

１ｍ３ は、２ℓのペットボトルで 500 本分、
お風呂の浴槽４～５杯分の量です

下水道に流した汚水をきれいにするため
にはいくらお金がかかって、
そのお金はどこから来ているんだろう？

下水道マスコットキャラクター
スイスイくん

税金などからのお金
（一般会計繰入金など）

29 %（約 90 円）

皆さまが支払う下水道使用料

71%（約 220 円）
＜この割合を経費回収率といいます＞

下水道に流した汚水 1m3 をきれいにする費用は約 310 円

汚水をきれいにする費用を、すべて使用料でまかなえていないことが課題なんだね！

※ グラフデータは、令和５年度佐渡市下水道事業会計決算数値を基に、簡略化して表示しています。
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下水道使用料の使い途は
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施設の維持管理にかかる
費用の割合も大きいね！

皆さまが支払う下水道使用料 100 円あたりの使い途

施設を動かすためにたくさんのお金が必要で、それぞれの施設は離れているから一緒にするのも
難しいんだよ。だから、今後、人口が減っても、それぞれの施設を維持していかなければならない
ので、費用が大きく減ることは無い、ということが課題となってくるんだね！
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（一般会計繰入金など）

35%
（約 130 円）

皆さまが支払う水道料金
65%

（約 240 円）
＜この割合を料金回収率

といいます＞

水道水１m3をつくる費用は約370円

水道水をつくる費用を、すべて水道料金でまかなえていないことが課題なんだね！

それぞれが離れていたり、水源が確保できないから多い施設を一緒にするのも難しいん
だよね。だから、今後、人口が減っても、それぞれの施設を維持していかなければ
ならないので、費用が大きく減ることは無い、ということが課題となってくるんだね！

皆さまが支払う水道料金100円あたりの使い途

「水道マスコットキャラクター Ｄｒ. すいどー」 引用：日本水道協会「水道 PR パッケージ」

水道料金の使い途は
どうなっているのかな？

施設を多く持っているから、
この費用の割合が大きいんだね！

職員の給料など

施設の運転・維持管理などを
専門の会社に委託する費用

施設を動かすための電気代や
燃料代、浄水処理と消毒のための

薬品代などの費用

壊れた施設を直す費用

その他の費用

借りたお金の利息

浄水場や配水池、
管路などを
作った費用

52円

3円

7円

11円

8円

11円

8円

水道水をつくるために
いくらお金がかかって、
そのお金はどこから
きているのだろう？

つかいみち

※ グラフデータは、令和５年度水道事業会計決算数値を基に、簡略化して表示しています。

つかいみち



　出産後は、からだも心もさまざまな変化が
現れ、ホルモンバランスや育児による環境変
化で、誰もが心が不安定になりやすい時期です。
　産後うつは、産後の母親の約 10％に起こる
とされています。

みんなみんなででやらんかさ！やらんかさ！
３月は自殺対策強化月間です。誰も自殺に追い込まれることのない
社会の実現に向け、今月は「こころの健康」についてのお話です。

健康寿命日本一をめざして

こどもが元気な
こどもが元気な佐佐

た か ら じ ま

た か ら じ ま

渡渡がが島島も大人もみんな

も大人もみんな

子育て世代

「産後うつ」って？

・眠れない　　・疲れやすい
・食欲がない　・自分を責める
・何もやる気が起きない
・赤ちゃんがかわいく思えない
・育児ができない　　など

産後うつは、母親だけではなく、父親にもリスクがあります。
子どもが生まれ、1 年未満に精神的な不調を感じる父親の割合は、母親とほぼ同じです。

周りの支えがパパやママの心の安心・安定につながります

周囲のサポートをうけましょう
育児や生活がラクに

なるような工夫をしましょう

ママ自身の体の休息が大切です

・家族や周囲に手伝ってもらいましょう。
・ひとりで抱え込まないで相談しましょう。

・完璧にしようと頑張らなくても大丈夫です。
・何でもひとりでせず、夫や家族、周囲と
　分担することを考えましょう。

・日中も赤ちゃんが眠っている間は、
ママも一緒に休みましょう。

・体がつらい時は、周囲を頼って休憩
しましょう。

地域のサービスを活用しましょう！

●産後ケア事業　　　　●健康相談
●産婦新生児訪問　　　●赤ちゃん訪問
●子育て支援センター　●一時預かり
●トキの島ファミリー・
　サポート・センター

厚生労働省「まもろうよ こころ　SNS相談」
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyo
kokoro/soudan/sns/

症状

２週間以上
２週間以上

続いて続いて

いませんか？
いませんか？
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お問い合わせ　健康医療対策課　☎６３－３１１５　子ども若者課子育て支援係　☎６３－３１２６

全世代

ストレスの対処「３つの R」をこころがけましょう
　一般的に、３月は卒業や進学、就職や転勤など、生活環境が大きく変化する時期です。
　ストレスがかかりやすい時期ですので、小さなストレスのうちに対処しましょう。

毎日の生活の中でストレスは誰にでもあります。
基本的なことですが、「３つの R」を心がけること
が大切だと言われています。

①レスト（Rest）休息、休養、睡眠

②レクリエーション（Recreation）
　運動、旅行のような
　趣味娯楽や気晴らし

③リラックス（Relax）
　ストレッチ、音楽などの
　リラクゼーション

ひとりで抱え込まないことが大切です。

考え方を柔軟に変えるようにしたり、
おしゃべりや相談をすることも効果的です。

あなたはひとりじゃない　～相談窓口の活用を～ 

悩みや不安を話すことで、気持ち
が整理されたり、軽くなることが
あります。

悩んでいるご本人が相談したり、
受診したりすることが難しい場合、
まずはご本人を支える方が相談
窓口につながることが大切です。

つらい気持ちを
抱えているあなたへ

悩んでいる方を支えるあなたへ

電 話 相 談
受付時間 名　称 電話番号

平日昼間

佐渡市健康医療対策課 0259-63-3115

新潟県佐渡地域振興局健康福祉環境部（佐渡保健所） 0259-74-3407

下越地域いのちとこころの支援センター 0254-28-8880

休日夜間

新潟県こころの相談ダイヤル 0570-783-025

新潟いのちの電話 025-288-4343

よりそいホットライン 0120-279-338

SNS 相談

厚生労働省
「まもろうよ こころ　SNS相談」

厚生労働省
はたらく人の「こころの耳SNS相談」
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環境にやさしい農業の取り組みを支援します
環境保全型農業直接支払交付金制度のご案内

環境保全型農業直接支払交付金とは？

取り組み内容・支援内容

　農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るために、農業生産に由来する環境負荷を
低減するとともに、地球温暖化防止や生物多様性保全などに成果の高い農業生産活動を支援しています。

● 農業者の組織する団体（本交付金の対象活動に取り組む農業者が 2 名以上いること）
● 一定の条件を満たす農業者（個人・法人）※詳しくは農林水産省ホームぺージをご覧ください。

● 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
● 環境負荷低減のチェックシートによる自己点検に取り組むこと
● 環境保全型農業の取り組みを広げる活動（技術向上や理解促進に係る活動など）に取り組むこと

化学肥料・化学合成農薬を原則 5割以上低減する取り組みと合わせて行う以下の取り組み

対象となる取り組み 取り組み内容 交付単価
（円 /10a）

有機農業
そば等雑穀、飼料作物以外注1）

国際水準の有機農業を実施する移行期間の取り組み
（有機 JAS 認証取得を求めるものではありません）

14,000

そば等雑穀、飼料作物 3,000

堆肥の施用注2） 主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を農地へ施用
（0.5t（水稲）または 1t（水稲以外）/10a）する取り組み 3,600

緑肥の施用注2） カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかを
実施する取り組み 5,000

総合防除注2）
そば等雑穀、飼料作物以外 IPM実践指標の６割以上を達成するとともに、畦畔機械除草や

交信攪乱剤の利用などの活動を実施する取り組み
4,000

そば等雑穀、飼料作物 2,000

炭の施用注2） 炭を農地へ施用（50kg または 500L/10a）する取り組み 5,000

注 1）このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合（土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用、
　　　炭の投入のいずれかを実施する場合）に限り、2,000 円を加算。
注 2）主作物が水稲の場合、長期中干しや秋耕などのメタン排出削減対策をセットで実施。

申請方法・申請期限

【取組拡大加算】
　有機農業に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導などの活動を実施する
農業者団体に対し、活動によって増加した新規取組面積に応じて支援（交付単価：4,000 円 /10a）

　取り組み内容や団体要件によって、下記内容は変動する可能性があります。取り組みをお考えの方
は申請の 1 か月以上前を目安に事前に窓口へご相談ください。

　● 申請方法：農業政策課へ必要書類を提出
　● 申請期限：取り組み（作付）開始前または６月末までのどちらか早い方
　● 必要書類：申請書、団体規約（法人は定款および登記簿謄本）、通帳の写し（無利息型のもの）など

お問い合わせ　　農業政策課生産振興係　☎６３－５１１７

対象者

支援対象となる農業者

対象活動・交付単価

16市報さど　令和7年3月号



　 犬の所有者は、狂犬病予防注射を 4 月 1 日～ 6 月 30 日の間に受けさせなければならな
いと法律により義務付けられています。

持参するもの    ・注射料金　３，２５０円　
　　　　　　   ・注射案内はがき  （はがきは、4 月初旬に飼い主の方へ郵送されます。）

● 新規登録の方は、注射料金 3,250 円と、別途登録手数料 3,000 円が必要です。
● 住所地以外でも受付できます。ご都合のよい注射会場でお受けください。
● ご都合により今回の集合注射が受けられなかった場合は、案内はがきを持参のうえ、

最寄りの動物病院などで注射をお受けください。（その際には前述の注射料金と
　 異なります。）

お問い合わせ　生活環境課環境対策係　☎６３－３１１３　または 各支所・各行政サービスセンター

佐渡市狂犬病予防注射日程

月日 会　　場 時　　間

両津地区

4/15
㈫

岩首バス待合所 10:15 ～ 10:20
両津デイサービスセンター　いわゆり 10:30 ～ 10:35
月布施北バス停留所 10:50 ～ 10:55
片野尾ふるさと館 11:00 ～ 11:05
津島荘 11:20 ～ 11:25
羽二生コミュニティセンター 11:35 ～ 11:40
両尾ふれあいセンター 11:45 ～ 11:50
椎泊公民館 11:55 ～ 12:05
河崎公民館 12:10 ～ 12:20
吾潟ふれあいセンター 13:20 ～ 13:25
おんでこドーム 13:35 ～ 14:00
ふれあい両津農村婦人の家 14:10 ～ 14:15
秋津地域文化伝承館 14:25 ～ 14:35
下横山集会所 14:40 ～ 14:50

4/17
㈭

中嶋屋旅館    9:50 ～   9:55
旧北鵜島小学校跡地 10:10 ～ 10:15
旧海府出張所 10:35 ～ 10:40
黒姫漁港 10:55 ～ 11:00
歌見　熊野神社 11:10 ～ 11:15
浦川郵便局 11:25 ～ 11:30
平松　神明宮 12:30 ～ 12:35
白瀬公会堂 12:45 ～ 12:50
椿　荒崎神社 13:00 ～ 13:15
上梅津ふれあいセンター 13:25 ～ 13:45
両津総合体育館 13:55 ～ 14:20

相川地区

4/21
㈪

外海府活性化センター   9:25 ～   9:30
自然休養村管理センター   9:45 ～   9:50
北川内活性化センター 10:00 ～ 10:10
北片辺民話の館 10:20 ～ 10:25
戸地サブセンター 10:35 ～ 10:40
北狄ふれあいセンター 10:50 ～ 10:55
姫津漁村センター 11:05 ～ 11:15
相川体育館 11:35 ～ 11:55
二見集落センター 13:00 ～ 13:05
稲鯨漁村センター 13:15 ～ 13:30
相川大浦活性化センター 13:40 ～ 13:50

佐和田地区

4/25
㈮

佐和田漁民センター   9:00 ～   9:30
松井誠記念会館   9:45 ～ 10:10
八幡集落センター 10:20 ～ 10:35
佐和田行政サービスセンター 10:45 ～ 11:00

月日 会　　場 時　　間

金井地区

4/25
㈮

佐渡市役所　本庁 11:15 ～ 11:45
平清水会館 13:00 ～ 13:05
泉公民館 13:15 ～ 13:25
中興公会堂 13:35 ～ 13:45
貝塚活性化センター 14:00 ～ 14:15
ＪＡ佐渡倉庫（吉井育苗センター前） 14:25 ～ 14:40

新穂地区
5/7
㈬ 旧新穂行政サービスセンター跡地 13:35 ～ 14:00

畑野地区
4/15 

㈫ 松ヶ崎総合センター   9:55 ～ 10:05

5/7 
㈬

宮川農協準低温倉庫 11:40 ～ 11:55
畑野就業改善センター 13:00 ～ 13:25

真野地区

5/7
㈬

倉谷ふれあいセンター   9:00 ～   9:10
高崎集落センター   9:20 ～   9:25
笹川集落センター   9:40 ～   9:45
豊田集落センター 10:05 ～ 10:20
真野行政サービスセンター 10:30 ～ 10:55
金丸公民館 11:05 ～ 11:10
竹田集落センター 11:20 ～ 11:30

小木地区

4/23
㈬

小比叡集落センター 10:25 ～ 10:35
江積浄化センター 10:55 ～ 11:05
宿根木バス停留所 11:20 ～ 11:30
あゆす会館 11:40 ～ 12:10

羽茂地区

4/23
㈬

小泊集落センター   9:00 ～   9:20
上山田中組柿集荷場   9:30 ～   9:40
大崎活性化センター   9:55 ～ 10:05
佐渡市役所　羽茂支所 13:10 ～ 13:30
大橋選果場 13:40 ～ 13:55

赤泊地区

4/15
㈫

川茂会館   9:00 ～   9:10
徳和会館   9:20 ～   9:25
腰細城ヶ浜公園   9:35 ～   9:40
莚場バス停留所   9:45 ～   9:50

4/23
㈬

新保会館 14:10 ～ 14:20
赤泊総合文化会館 14:30 ～ 14:40

日曜開催
5/11

㈰
佐渡市役所　両津支所   9:30 ～ 10:00
佐渡市役所　本庁 10:30 ～ 12:00

令和
７年度
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普
通
救
命
講
習

４
月
27
日
㈰　

午
後
１
時
～

南
佐
渡
消
防
署　

２
階
会
議
室

１
講
習　

午
後
４
時
ま
で

　

 　

成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生
や
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
使
用
方
法
を
講
義
と
実
技
で
学
び
ま

す
。

　

２
講
習　

午
後
５
時
ま
で

　

 　

１
講
習
の
内
容
に
、
知
識
の
確
認
と

実
技
の
評
価
が
加
わ
っ
た
コ
ー
ス
で
す
。

小
学
５
年
生
以
上

10
人

４
月
26
日
㈯

・

南
佐
渡
消
防
署
救
急
・
救
助
係

　

☎
88
―
３
１
１
９

春
の
火
災
予
防
運
動

　

４
月
１
日
㈫
～
４
月
７
日
㈪
は
、
県
内

一
斉
に
「
春
の
火
災
予
防
運
動
」
を
実
施

し
ま
す
。
期
間
中
、
次
の
行
事
を
実
施
し

ま
す
の
で
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

〇
消
防
団
員
に
よ
る
夜
間
防
火
広
報

　

 　

各
方
面
隊
（
中
央
、
両
津
、
相
川
、

南
佐
渡
）
が
管
轄
地
区
を
消
防
団
車
両

の
警
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
夜
間
の
見

回
り
を
行
い
ま
す
。

〇 
消
防
団
員
に
よ
る
一
般
家
庭
へ
の
防
火

訪
問

　

 　

相
川
方
面
隊
、
両
津
方
面
隊
の
消
防

団
員
が
管
轄
地
区
の
各
家
庭
の
火
の
元

点
検
を
行
い
ま
す
。

〇
消
防
車
両
に
よ
る
防
火
パ
レ
ー
ド

　

 　

中
央
方
面
隊
、
両
津
方
面
隊
、
相
川

方
面
隊
が
管
轄
地
区
の
主
要
道
路
で
防

火
パ
レ
ー
ド
を
行
い
ま
す
。

～
火
災
か
ら
大
切
な
生
命
、
財
産
を
守
る

た
め
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
～

中
央
消
防
署
予
防
係　
　

　

☎
51
―
０
１
２
３

　

両
津
消
防
署
予
防
係

　

☎
27
―
３
５
５
５

　

相
川
消
防
署
予
防
係

　

☎
74
―
０
１
１
９

　

南
佐
渡
消
防
署
予
防
係

　

☎
88
―
３
１
１
９

空
き
家
活
用
セ
ミ
ナ
ー

　

漁
業
・
農
業
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
・
不

動
産
や
旅
館
業
な
ど
地
域
の
事
業
者
さ
ま

必
見
！
本
業
を
活
か
し
て
空
き
家
で
協
業

始
め
ま
せ
ん
か
？

　

起
業
・
複
業
と
し
て
の
空
き
家
活
用
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

✔️ 

農
業
や
漁
業
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
な
ど
地
域

の
事
業
者
で
も
兼
業
で
き
る
？

✔️ 

高
齢
の
親
が
運
営
す
る
旅
館
で
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
に
対
応
し
た
い

✔️ 

知
識
ゼ
ロ
か
ら
で
も
空
き
家
活
用
で
起

業
で
き
る
？

✔️
空
き
家
が
遠
隔
地
で
も
運
用
可
能
？

　

経
験
ゼ
ロ
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
き
る
「
空

き
家
活
用
事
業
」
の
秘
訣
を
公
開
！

　

地
域
の
空
き
家
を
価
値
あ
る
も
の
に
し

ま
せ
ん
か
。

　

現
地
開
催
に
加
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

も
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
全
国
ど
こ
か
ら

で
も
無
料
で
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

３
月
19
日
㈬　

午
後
６
時
～
８
時

金
井
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　

申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら

　

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

株
式
会
社
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｌ

　

☎
０
５
０
―
１
７
５
１
―
３
１
６
２

有

料

広

告

年会費500円
新潟県交通災害共済

総務部防災課　防災安全係
☎６３－３１２５ まで
（〒952-1292　千種232番地　佐渡市役所内
新潟県市町村総合事務組合佐渡市事務所）

交通災害共済は、
全市町村で行う
助け合いの制度です。
お問い合わせは
佐渡市役所
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令
和
７
年
産
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
認
証
制
度

申
請
は
３
月
31
日
ま
で

対
象
と
な
る
取
り
組
み

・
江
の
設
置　

・
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
（
※
受
付
終
了
）

・
魚
道　

・
ビ
オ
ト
ー
プ

・
無
農
薬
・
無
化
学
肥
料
栽
培

 

現
地
確
認
の
都
合
上
、
期
限
を
過
ぎ
て

の
申
請
は
お
受
け
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
の

申
請
受
付
は
終
了
し
て
い
ま
す
。

・ 

佐
渡
市
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

（e-TU
M

O

）
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請

　
　
　

お
申
し
込
み
は

　
　
　

こ
ち
ら

　

・ 

農
業
政
策
課
（
本
庁
第
２
庁
舎
１

階
）
ま
た
は
各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
へ
申
請
書
類
を
直
接
持

参

※ 

申
請
書
類
は
お
申
込
み
先
の
窓
口
に
備

え
付
け
て
あ
る
ほ
か
、
令
和
６
年
度
に

取
り
組
み
い
た
だ
い
た
方
に
は
９
月
末

に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

３
月
31
日
㈪

農
業
政
策
課
生
産
振
興
係

　

☎
63
―
５
１
１
７

公営住宅の入居者を募集します
　　入居には、所得要件など申込資格要件があります。詳しくはお問い合わせください。

地区 住宅名称 構造 建設
年度

募集
戸数

募集
階 間取り 家　賃 種別

金　井 木戸沢第 3 住宅 木造 2 階
共同建 H9 1 戸 2 階 3DK 17,200 ～ 33,800 円 公営

真　野 第 2 吉岡住宅 木造平屋
一戸建 H6 1 戸 - 3DK 18,600 ～ 36,600 円 公営

佐和田 青柳寺住宅 RC 造
4 階建 S56 1 戸 3 階 3DK 16,500 ～ 32,400 円 県営

３月 31 日㈪　午後５時まで　　　　　入居予定　４月下旬頃 

 建築住宅課（本庁第２庁舎３階）、各支所産業建設係および各行政サービスセンター地域支援係

 ☎６７―７４０３（建築住宅課直通）

　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは市ホームページからご覧いただけます→

有

料

広

告

有料広告募集中！
『市報さど』・市ホームページに
　　広告を載せてみませんか？

詳しくは市ホームページ
をご覧ください。

秘書広報課広報広聴係
☎63-4679

広告掲載料：10,000円／月～
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Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
キ
ャ
ッ
チ

ア
ッ
プ
接
種
は
３
月
末
ま
で

　

Ｈ
Ｐ
Ｖ（
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
）

ワ
ク
チ
ン
の
積
極
的
勧
奨
が
差
し
控
え
ら

れ
て
い
る
間
に
、
定
期
接
種
の
期
間
が
過

ぎ
て
し
ま
っ
た
方
の
接
種
機
会
を
確
保
す

る
た
め
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
は
、
令

和
７
年
３
月
末
で
終
了
し
ま
す
が
、
３
月

ま
で
に
１
回
以
上
接
種
し
て
い
る
方
に
つ

い
て
は
、
期
間
終
了
後
も
公
費
で
３
回
の

接
種
を
完
了
で
き
る
よ
う
経
過
措
置
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
経
過
措
置
は
期
間
終
了

後
、
１
年
間
で
す
。

接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
３
月
ま
で

に
１
回
以
上
の
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

①
平
成
９
年
度
生
ま
れ
～
平
成
19
年
度

生
ま
れ
（
平
成
９
年
４
月
２
日
～
平

成
20
年
４
月
１
日
生
）

　

②
平
成
20
年
度
生
ま
れ
（
平
成
20
年
４

月
２
日
～
平
成
21
年
４
月
１
日
生
）

　

の
女
性
で
、
過
去
に
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン

の
接
種
を
合
計
３
回
受
け
て
い
な
い
方

公
費
で
接
種
で
き
る
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン

は
３
種
類
あ
り
ま
す
。
決
め
ら
れ
た
間

隔
を
あ
け
て
、
同
じ
ワ
ク
チ
ン
を
合
計

３
回
接
種
し
ま
す
。

佐
渡
市
に
転
入
さ
れ
た
方
や
予
診
票
を

紛
失
さ
れ
た
方
は
、
市
役
所
窓
口
ま
た

は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

健
康
医
療
対
策
課
医
療
対
策
係

　

☎
63
―
３
１
１
５

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
の
定
期
接
種
が
始
ま
り
ま
す

帯
状
疱
疹
の
発
症
お
よ
び
重
症
化
予
防

の
た
め
、
令
和
６
年
度
か
ら
50
歳
以
上
の

方
を
対
象
に
、
接
種
費
用
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

令
和
７
年
度
か
ら
予
防
接
種
法
に
基
づ

く
定
期
接
種
（
Ｂ
類
疾
病
）
に
位
置
付
け

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
と
お
り
取
り
扱

い
が
変
わ
り
ま
す
。
接
種
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ワ
ク
チ
ン
の
種
類
・
接
種
回
数

　

・
生
ワ
ク
チ
ン　
　
　

１
回

　

・
組
換
え
ワ
ク
チ
ン　

２
回

◎
対
象
と
な
る
方
の
共
通
事
項

・
佐
渡
市
に
住
所
を
有
す
る
方

・
過
去
に
帯
状
疱
疹
予
防
接
種
の
費

用
助
成
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方

令
和
７
年
度
助
成
対
象
者

定
期
接
種

・
65
歳
に
な
る
方

・
５
年
間
の
経
過
措
置
と
し
て
、
70
・

75
・
80
・
85
・
90
・
95
・
１
０
０
歳
に

な
る
方

※
１
０
０
歳
以
上
の
方
は
、
令
和
７
年
度

に
限
り
全
員
対
象
で
す
。

※
令
和
６
年
度
接
種
費
用
の
一
部
助
成
を

受
け
た
方
は
、
定
期
接
種
の
対
象
外
で

す
。

通
知
／
対
象
者
に
は
、
５
月
頃
に
接
種
券

な
ど
を
お
届
け
す
る
予
定
で
す
。

個
人
負
担
額
／
未
定
。
決
ま
り
次
第
通
知

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

50

64

接
種
費
用
の
一
部
助
成
�

・
　
歳
～
　
歳
の
方
　
　

　
　

・
令
和
７
年
度
定
期
接
種
対
象
者
を
除
く

65
歳
以
上
の
方
で
、
令
和
７
年
３
月
末

ま
で
に
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
の
１
回
目
を

接
種
し
た
方

な
お
、
９
月
30
日
ま
で
の
接
種
を
助
成

対
象
と
し
ま
す
。

助
成
額

・
生
ワ
ク
チ
ン
２
千
円

・
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
１
回
５
千
円

助
成
方
法

　
　

医
療
機
関
で
全
額
支
払
っ
た
あ
と
、

助
成
の
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

　

令
和
８
年
３
月
31
日

健
康
医
療
対
策
課
医
療
対
策
係

　

☎
63
―
３
１
１
５

　

詳
し
く
は
こ
ち
ら

看
護
職
員
奨
学
資
金
貸
与
制
度

将
来
、
佐
渡
で
看
護
業
務
に
従
事
を
希

望
す
る
方
へ
、
入
学
金
や
授
業
料
な
ど
を

無
利
子
で
お
貸
し
し
ま
す
。

※
看
護
職
以
外
で
令
和
４
年
度
に
医
療
技

術
者
奨
学
資
金
を
貸
与
さ
れ
た
方
は
、

卒
業
す
る
ま
で
引
き
続
き
奨
学
資
金
の

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
月
１
日
㈫
～
４
月
24
日
㈭
ま
で
に
健

康
医
療
対
策
課
医
療
対
策
係
（
本
庁
第

１
庁
舎
１
階
）
ま
た
は
各
支
所
・
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
必
要
書
類
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　

詳
し
く
は
こ
ち
ら

健
康
医
療
対
策
課
医
療
対
策
係

　

☎
63
―
３
１
１
５

︵
定
期
接
種
対
象
者
を
除
く
︶
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高
効
率
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
、
省
エ
ネ
家
電
な
ど
の
購
入
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

①
高
効
率
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備

導
入
促
進
補
助
金

【
補
助
対
象
設
備
】

・
潜
熱
回
収
型
ガ
ス
給
湯
器

　
（
エ
コ
ジ
ョ
ー
ズ
）

・
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
給
湯
器

　
（
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
）

・
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
給
湯
器
（
エ
コ
ワ
ン
）

・
高
効
率
石
油
給
湯
器

　
（
エ
コ
フ
ィ
ー
ル
）

・
家
庭
用
燃
料
電
池
（
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
）

・
太
陽
熱
温
水
器

※ 

令
和
７
年
4
月
1
日
以
降
に
購
入
お
よ

び
設
置
す
る
設
備
が
対
象
で
す
。

【
補
助
対
象
者
】

・ 

市
民
（
令
和
７
年
４
月
1
日
時
点
）
で
、

市
内
住
宅
に
設
置
す
る
も
の

・ 

過
去
に
本
人
お
よ
び
同
世
帯
の
方
が
対

象
設
備
に
市
の
給
湯
器
の
補
助
金
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

【
補
助
金
額
】

　

 　

購
入
費
用
（
本
体
機
器
お
よ
び
配
管

部
材
）
の
２
分
の
１
以
内
（
上
限
15
万

円
）

※
設
置
費
・
消
費
税
は
補
助
対
象
外
で
す
。

②
省
エ
ネ
家
電
等
購
入
促
進

事
業
補
助
金

【
補
助
対
象
経
費
】

　

 　

次
の
い
ず
れ
か
１
種
類
を
補
助
対
象

と
し
ま
す
。

⑴
家
庭
用
エ
ア
コ
ン

⑵
冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
）

⑶
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具

⑷
家
庭
用
電
動
生
ご
み
処
理
機

※ 

⑴
～
⑶
に
つ
い
て
は
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基

準
達
成
率
１
０
０
％
以
上
の
製
品
で
あ

る
こ
と
。（
エ
ア
コ
ン
は
省
エ
ネ
達
成

目
標
年
度
２
０
２
７
年
度
）

※ 

令
和
７
年
4
月
1
日
以
降
に
購
入
す
る

設
備
が
対
象
で
す
。

【
補
助
対
象
者
】

・ 

市
民
（
令
和
７
年
４
月
1
日
時
点
）
で
、

市
内
店
舗
で
購
入
し
、
市
内
住
宅
に
設

置
す
る
も
の

・ 

過
去
に
本
人
お
よ
び
同
世
帯
の
方
が
当

補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

【
補
助
金
額
】

　

 　

購
入
費
用
（
設
置
費
、
消
費
税
を
除

く
）
の
２
分
の
１
以
内
（
上
限
３
万
円
）

　

 　

家
庭
用
エ
ア
コ
ン
と
冷
蔵
庫
は
下
限

２
万
円
。

　

 　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具
は
複
数
購
入
可
能

で
、
下
限
１
万
円
。

　

 　

家
庭
用
電
動
生
ご
み

処
理
機
は
下
限
１
万
円

①
②
共
通
事
項

【
募
集
期
間
】

　

４
月
1
日
㈫
～
４
月
30
日
㈬

※
申
請
多
数
の
場
合
は
抽
選
に
よ
り
決
定

・ 

佐
渡
市
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

　
　
（
４
月
１
日
㈫
～
受
付
開
始
）

　

・ 

書
面
申
請
は
総
合
政
策
課
（
本
庁
第

１
庁
舎
２
階
）
ま
た
は
各
支
所
・
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま
で

※ 

申
請
書
類
は
お
申
込
み
先
の
窓
口
に
備

え
付
け
て
あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

 

必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

総
合
政
策
課
再
エ
ネ
推
進
室

　

☎
63
―
３
８
０
２

※ 
こ
の
補
助
金
は
、
事
業
を
円
滑
に
開
始

す
る
た
め
に
次
年
度
当
初
予
算
成
立
前

に
周
知
す
る
も
の
で
す
。
当
初
予
算
案

が
否
決
さ
れ
た
場
合
は
、
補
助
事
業
を

実
施
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。
事
業
実
施
の
場
合
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
周
知
し
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

佐
渡
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行

計
画
の
改
定
（
案
）

　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
が
改
正
さ
れ
、
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事

業
制
度
に
関
す
る
条
項
が
追
加
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、
市
で
は
、
地
域
と
共
生
す
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
を
推
進
す
る

た
め
、
同
制
度
に
関
す
る
項
目
を
佐
渡
市

地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
に
追
加
し
ま

す
。

閲 

覧
場
所
／
総
合
政
策
課
（
本
庁
第
1
庁

舎
2
階
）、
各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
各
図
書
館
（
室
）、
各
地

区
教
育
事
務
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提 

出
方
法
／
総
合
政
策
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
郵
送
は
〆
切
日
必
着
）。
提

出
用
紙
は
、
閲
覧
場
所
に
備
え
て
あ
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※ 

ご
意
見
の
内
容
は
公
表
し
ま
す
が
、
氏

名
な
ど
は
公
表
し
ま
せ
ん
。
内
容
が
類

似
す
る
ご
意
見
は
、
ま
と
め
て
公
表
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
意
見
へ
の
個

別
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

3
月
25
日
㈫　

午
後
５
時
ま
で

総
合
政
策
課
再
エ
ネ
推
進
室

　

☎
63
―
３
８
０
２

省エネ家電等
申請

高効率エネルギー
申請
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固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
・
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

４
月
１
日
㈫
～
４
月
30
日
㈬

　

�

平
日�
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

市
役
所
税
務
課（
本
庁
第
１
庁
舎
１
階
）

　

各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
な
ど
が
「
固
定
資
産
課
税

台
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
自
己
の
資
産
の
内

容
を
確
認
で
き
る
制
度
で
す
。
借
地
・
借

家
の
方
も
借
用
し
て
い
る
物
件
の
内
容
を

確
認
で
き
ま
す
。

　

期
間
中
の
閲
覧
手
数
料
は
無
料
で
す
が
、

写
し
の
交
付
は
有
料
で
す
。

閲
覧
で
き
る
方
（
用
意
い
た
だ
く
も
の
）

○�

本
人
・
同
一
世
帯
の
親
族
（
閲
覧
者
の

本
人
確
認
書
類
）

○�

法
人
（
代
表
者
本
人
が
来
庁
す
る
場
合

は
本
人
確
認
書
類
、
従
業
員
が
来
庁
す

る
場
合
は
代
表
者
の
委
任
状
、
本
人
確

認
書
類
）

○�

借
地
・
借
家
人
の
方
（
賃
貸
借
契
約
書

な
ど
、
閲
覧
者
の
本
人
確
認
書
類
）

○�

代
理
の
方
（
納
税
義
務
者
な
ど
の
委
任

状
、
閲
覧
者
の
本
人
確
認
書
類
）

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

納
税
者
が
自
己
の
土
地
や
家
屋
が
適
正

に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
、
ほ
か
の
物
件
と

比
較
し
て
判
断
で
き
る
よ
う
、
帳
簿
を
確

認
で
き
る
制
度
で
す
。

　
「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
に
は
土
地

の
所
在
・
地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格
が
、

「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
に
は
建
物
の

所
在
・
地
番
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
・

価
格
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

期
間
中
の
縦
覧
手
数
料
は
無
料
で
す
が
、

写
し
の
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

縦
覧
で
き
る
方
（
用
意
い
た
だ
く
も
の
）

　

�

納
税
者
・
同
一
世
帯
の
方
、
納
税
管
理

者
（
縦
覧
者
の
本
人
確
認
書
類
）

�

４
月
中
旬
に
お
送
り
す
る
納
税
通
知
書

（
課
税
明
細
書
）
で
も
課
税
内
容
を
確

認
で
き
ま
す
。

税
務
課
固
定
資
産
税
係

　

☎
63
―
５
１
１
０

新潟県の最低賃金が改正されました
パートも！学生アルバイトも！

最低賃金 時間額

新潟県最低賃金
（新潟県内の事業場で働くすべての労働
者に適用）

985 円

新潟県電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造
業最低賃金

1,005 円

新潟県自動車（新車）、自動車部分品・
附属品小売業最低賃金

1,015 円

新潟県各種商品小売業最低賃金
（衣食住にわたる食品を小売する百貨
店、総合スーパーなど）

985 円

※業種分類は日本標準産業分類に基づいたものです。

� 新潟労働局賃金室� �☎ 025-288-3504��または
　最寄りの労働基準監督署

小木・直江津航路を応援しよう‼

カーフェリー「こがね丸」で行く
第 100回高田城址公園「観桜会」
１泊２日の旅　佐渡市民限定

　高田城址公園とその周辺にある約 4,000 本の
桜の開花に合わせて、観桜会が催されます。
　この機会に、小木・直江津航路のカーフェリー
「こがね丸」に乗って上越市へ出かけてみません
か？
共催：小木・直江津航路利用促進協議会
　　　（小木町商工会）

４月４日㈮～４月５日㈯　 80 人
大人 14,000 円（税込）、小人 10,000 円（税込）
３月２８日㈮　※定員になり次第締め切り
・ 新潟交通佐渡㈱ くれよん佐渡

　☎５７―１１１６　 ５２―３０００
　受付／午前９時～午後６時（日曜日定休）
　　　　（土曜日・祝日は午後５時まで）
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佐
渡
で
働
き
方
改
革
！

地
域
密
着
型
の『
ト
キ
コ
ネ
ク
ト
』

が
始
動

　

多
様
な
働
き
方
を
応
援
す
る
「
佐
渡
市

複
業
協
同
組
合
ト
キ
コ
ネ
ク
ト
」
が
誕
生

し
ま
し
た
。
地
域
に
根
ざ
し
た
仕
事
を
通

じ
て
、
自
分
ら
し
い
働
き
方
を
し
た
い
方

や
、
繁
忙
期
の
人
材
不
足
に
悩
む
事
業
者

の
皆
さ
ま
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

ト
キ
コ
ネ
ク
ト
の
魅
力

★ 

多
様
な
仕
事
／
島
内
各
所
の
い
ろ
い
ろ

な
分
野
の
仕
事
に
挑
戦
で
き
ま
す
。

★ 

柔
軟
な
働
き
方
／
自
分
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
に
合
わ
せ
て
、
働
き
方
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

★ 

地
域
貢
献
／
地
域
の
活
性
化
に
貢
献
し

な
が
ら
、
働
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
ん
な
方
に
お
す
す
め

★
佐
渡
で
暮
ら
し
て
み
た
い
方

★ 

地
域
に
根
差
し
た
仕
事
で
安
定
し
た
収

入
が
欲
し
い
方

★
地
域
の
一
員
と
し
て
貢
献
し
た
い
方

★ 

繁
忙
期
の
み
の
人
材
を
探
し
て
い
る
事

業
者
の
方

佐
渡
市
複
業
協
同
組
合
ト
キ
コ
ネ
ク
ト

　

https://w
w

w
.toki-connect.jp/

executive-offi
ce@

toki-connect.jp

　
　
　
　

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

令
和
７
年
度

初
心
者
向
け
原
木
乾
し
い
た
け

生
産
技
術
講
座
受
講
生
募
集

 

新
た
に
原
木
生
し
い
た
け
お
よ
び
原
木

乾
し
い
た
け
の
生
産
を
は
じ
め
た
い

方
・
は
じ
め
て
間
も
な
い
方
・
し
い
た

け
栽
培
に
興
味
の
あ
る
方

 

初
歩
的
な
生
産
技
術
を
学
べ
る
座
学
・

実
習
を
年
４
回
程
度
行
い
ま
す
。

　
（
４
月
・
７
月
・
11
月
・
１
月
を
予
定
）

 

佐
渡
地
域
振
興
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
新

着
情
報
」
の
「
募
集
の
お
知
ら
せ
」
に

掲
載
し
て
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
メ
ー
ル
な
ど
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

３
月
28
日
㈮

 

佐
渡
農
業
振
興
連
絡
会
き
の
こ
振
興
会

事
務
局
（
新
潟
県
佐
渡
地
域
振
興
局
林

業
振
興
課
内
）

　

☎
74
―
３
３
２
９

　

74
―
４
４
０
３

祭
礼
行
事
な
ど
の
申
請
方
法
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

令
和
６
年
９
月
１
日
か
ら
「
行
列
行
進
、

集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
、

公
安
条
例
）
の
部
内
規
則
が
改
正
さ
れ
、

〇
祭
礼
行
事
、
パ
レ
ー
ド
な
ど

〇
商
業
宣
伝

〇 

国
・
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
職
務
と
し

て
行
う
行
事

の
公
安
条
例
申
請
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
祭
礼
行
事
な
ど
で
も
道
路
で

行
う
場
合
は
、
行
事
の
形
態
に
よ
っ
て
は
、

道
路
使
用
許
可
申
請
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※ 

主
催
者
の
方
は
、
計
画
が
で
き
た
段
階

で
、
電
話
予
約
の
上
、
資
料
を
持
参
し

て
早
め
の
事
前
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

道
路
使
用
許
可
申
請
手
続
に
つ
い
て

申
請
窓
口
／
佐
渡
警
察
署
交
通
課

受
付
時
間
／
開
庁
日
の
午
前
９
時
～
午
後

４
時
30
分
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

申 

請
書
類
／
道
路
使
用
許
可
申
請
書
、
位

置
図
、
交
通
規
制
図
（
安
全
対
策
図
）

な
ど

２
，
３
０
０
円

※ 
申
請
か
ら
許
可
ま
で
に
５
日
（
申
請
日

を
含
み
、
閉
庁
日
を
除
く
）
か
か
り
ま

す
。

 

詳
し
く
は
、
新
潟
県
警
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

佐
渡
警
察
署
地
域
課
・
交
通
課

　

☎
55
―
０
１
１
０

物
価
高
騰
支
援
給
付
金（
３
万
円
）

の
お
知
ら
せ

　

令
和
６
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、

物
価
高
騰
支
援
給
付
金
（
３
万
円
）
の
対

象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
、
順
次
ご
案
内

を
発
送
し
ま
す
。
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に

は
、
冬
季
生
活
支
援
と
し
て
５
千
円
を
上

乗
せ
し
て
給
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
本
給
付
金
の
対
象
世
帯
の
う
ち
、

18
歳
以
下
の
お
子
さ
ん
が
い
る
世
帯
に
は

３
万
円
の
給
付
確
定
後
に
「
子
ど
も
加
算

支
給
の
お
知
ら
せ
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

お
知
ら
せ
の
記
載
事
項
に
同
意
い
た
だ
い

た
場
合
は
、
お
手
続
き
の
必
要
な
く
３
万

円
の
給
付
金
と
同
じ
口
座
に
子
ど
も
加
算

給
付
金
（
子
ど
も
１
人
あ
た
り
２
万
円
）

を
振
り
込
み
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

「
物
価
高
騰
支
援
給
付
金
」
窓
口

　
（
社
会
福
祉
課
内
）

　

☎
63
―
３
８
５
０

　
「
子
ど
も
加
算
」
窓
口

　
（
子
ど
も
若
者
課
内
）

　

☎
63
―
３
１
２
６

詳しくは
 こちら公式ＬＩＮＥ
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浄
化
槽
補
助
金
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
費
用
な
ど
を

補
助
し
て
い
ま
す
。
ご
自
身
と
ご
近
所
の

生
活
環
境
の
た
め
、
ま
た
佐
渡
の
き
れ
い

な
川
と
海
を
守
る
た
め
に
ぜ
ひ
ご
検
討
く

だ
さ
い
。

対
象
地
域

　

 　

下
水
道
な
ど
が
整
備
さ
れ
る
予
定
の

な
い
区
域

補
助
対
象
者

　

・ 

住
宅
の
単
独
処
理
浄
化
槽
ま
た
は
く

み
取
り
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽
に
切

り
替
え
設
置
す
る
方

　

・ 

住
宅
に
新
た
に
合
併
処
理
浄
化
槽
を

設
置
す
る
方

　

・ 

地
域
の
集
会
場
な
ど
で
新
た
に
合
併

処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方

補
助
金
予
定
額

　

次
の
基
準
額
を
上
限
に
補
助
し
ま
す
。

○
浄
化
槽
設
置
費
用
へ
の
補
助
基
準
額

　

・
５
人
槽　
　
　
　
　

39
万
円

　

・
６
～
７
人
槽　
　
　

47
万
４
千
円

　

・
８
～
10
人
槽　
　
　

66
万
円

○ 

既
設
浄
化
槽
の
撤
去
費
用
な
ど
へ
の
補

助
基
準
額

　

・
単
独
処
理
浄
化
槽
の
撤
去　

12
万
円

　

・
く
み
取
り
槽
の
撤
去　
　
　

９
万
円

　

・ 

単
独
処
理
浄
化
槽
の
雨
水
貯
留
槽
な

ど
へ
の
再
利
用　
　
　
　
　

９
万
円

○ 

宅
内
配
管
工
事
費
用
へ
の
補
助
基
準
額

（
単
独
処
理
浄
化
槽
ま
た
は
く
み
取
り

槽
か
ら
切
り
替
え
す
る
場
合
）

30
万
円

※ 

各
種
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
浄
化
槽

設
置
を
ご
検
討
の
方
は
必
ず
事
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
の
管
理
は
万
全
で
す
か
？

・ 

浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
な
ど
で
汚

水
を
浄
化
し
ま
す
。
そ
の
能
力
を
充
分

に
発
揮
す
る
に
は
、
定
期
的
な
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
浄
化
槽
法

で
は
４
カ
月
に
１
回
以
上
の
保
守
点
検
、

年
１
回
以
上
の
清
掃
・
く
み
取
り
、
１

回
の
法
定
水
質
検
査(

第
11
条
検
査)

が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
欠
か

さ
ず
に
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

・ 

管
理
者
が
変
更
に
な
っ
た
際
や
浄
化
槽

を
１
年
以
上
使
用
す
る
予
定
が
な
い
場

合
は
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

上
下
水
道
課
下
水
道
維
持
管
理
係

　

☎
67
―
７
８
５
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「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」

に
よ
る
寄
付
へ
の
感
謝
状
を

贈
呈
し
ま
し
た

ゼ
ロ
ワ
ッ
ト
パ
ワ
ー
株
式
会
社　

様

　

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
推
進
事
業

に
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
般
家
庭
や
事
業
所
な
ど
で
の
再
エ

ネ
・
省
エ
ネ
化
を
推
進
す
る
た
め
、
太
陽

光
発
電
設
備
の
導
入
支
援
な
ど
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ゼ
ロ
ワ
ッ
ト
パ
ワ
ー
株
式
会
社
本
社
で
、

佐
藤
代
表
取
締
役
に
感
謝
状
を
手
渡
す
渡

辺
市
長

総
合
政
策
課
ふ
る
さ
と
創
生
推
進
係

　

☎
63
―
３
８
０
２

「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」
に

よ
る
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た

　

市
が
行
う
地
方
創
生
に
向
け
た
取
り
組

み
で
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〇 

『
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
島
×
地
域

循
環
共
生
圏
の
創
出
』
～
多
様
な
連
携

に
よ
る
持
続
可
能
な
仕
組
み
づ
く
り
～

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル　

様

総
合
政
策
課
ふ
る
さ
と
創
生
推
進
係

　

☎
63
―
３
８
０
２

ご
寄
付
を
い
た
だ
き
大
変
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

物
品

〇
島
ポ
ス
タ
ー　

２
点

　

 

両
津
吉
井
小
学
校
の
教
育
環
境
整
備
の

た
め

　

江
龍
田　

崇
大　

様
（
旭
）

〇 

Ｃ
Ｄ
「
新
田
晃
山
の
『
佐
渡
創
作
民
話

集
』」　

24
枚

　

 

市
内
各
小
学
校
の
児
童
に
民
話
を
身
近

に
感
じ
て
も
ら
い
た
い
た
め

　

中
川　

康
夫　

様
（
畑
野
甲
）

財
産
管
理
課
管
財
係

　

☎
67
―
７
０
３
６



25 市報さど　令和7年3月号

催
し
の
ご
案
内

【
し
ま
び
と
元
気
応
援
団
】

〇
お
ひ
さ
ま
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ケ
ア

４
月
13
日
㈰　

午
前
10
時
～
11
時

吉
井
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

福
田

　

☎
０
９
０
―
１
４
２
３
―
１
５
７
６

〇
バ
ン
ダ
ナ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
隊

４
月
24
日
㈭　

午
前
９
時
30
分
集
合

 

お
ん
で
こ
ド
ー
ム
駐
車
場

雨
天
決
行

渡
邉　

☎
66
―
３
６
７
２

〇
自
然
観
察 

花
と
の
ふ
れ
あ
い

４
月
29
日
㈫
・
㈷

　

 

午
前
９
時
30
分
集
合

 

羽
茂
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
駐
車
場

山
菜
料
理
を
食
べ
る
会

　
（
山
菜
・
お
に
ぎ
り
持
参
）

金
子

　

 

☎
０
９
０
―
５
８
０
０
―
２
２
４
９

【
お
も
ち
ゃ
病
院
さ
ど
】

４
月
６
日
㈰

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

佐
和
田
児
童
ク
ラ
ブ
遊
戯
室

４
月
19
日
㈯

　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

金
井
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

山
王
祭
（
日
吉
神
社
例
祭
）

　

八
百
年
の
歴
史
を
持
つ
新
穂
日
吉
神
社

の
例
祭
が
今
年
も
催
行
さ
れ
ま
す
。

　

新
穂
の
井
内
、
大
野
、
舟
下
地
区
の
山

王
五
社
の
神
輿
が
参
向
し
、
本
社
の
二
社

と
と
も
に
神
事
を
行
い
ま
す
。

　

七
社
の
神
輿
が
集
結
す
る
様
は
壮
観
で

す
。
同
時
に
鬼
太
鼓
、
流
鏑
馬
、
下
り
羽

な
ど
が
披
露
さ
れ
ま
す
。

（
左
記
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
参
照
）

４
月
12
日
㈯
～
14
日
㈪

山
王
祭
実
行
委
員
会　

仲
野

　

☎
０
９
０
―
８
０
２
９
―
０
５
２
７

第
14
回
小
木
ひ
な
人
形
祭
り

　

歴
史
的
な
建
物
が
並
ぶ
小
木
商
店
街
に

ひ
な
人
形
や
年
代
物
の
お
宝
を
展
示
す
る

ほ
か
、
イ
ベ
ン
ト
も
盛
り
だ
く
さ
ん
で
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

３
月
８
日
㈯
～
23
日
㈰

　

 （
公
開
時
間
は
会
場
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
）

期
間
中
に
開
催
さ
れ
る
主
な
イ
ベ
ン
ト

　

15
日
㈯
／ 

涅
槃
図
巡
り
と
「
ひ
な
さ
ん

ま
ま
」

　

16
日
㈰
／ 

「
お
雛
Ｄ
ｏ
ｏ
ｌ
ふ
ぇ
す

て
ぃ
ば
る
」（
飲
食
店
出
店
）

　

こ
の
他
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
企
画
を
ご

用
意
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

チ
ラ
シ
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
）

　
　
　

は
こ
ち
ら

小
木
町
商
工
会　

☎
86
―
２
２
１
６

４月の催し
佐和田地区教育係　☎ 57-8131

15 ㈫・16 ㈬・17 ㈭
 午前   9 時～午後４時 佐和田陶芸教室 さわた陶芸ワークルーム

例祭行事スケジュール
12
㈯ 正午頃

井内 神輿一社入御、
本社 神輿二社入御

13
㈰

午後 7 時頃 舟下 拝殿前 鬼太鼓演舞、神輿二社入御

午後 8 時頃 大野 拝殿前 鬼太鼓演舞、神輿二社入御

14
㈪

午前 9 時頃 大祓式

午後 1 時頃 射手屋敷廻り

午後 1 時 30 分頃 流鏑馬

午後 3 時頃 鬼太鼓演舞・下り羽奏楽

午後 4 時頃 神輿渡御出発
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4月の相談日

● 4月行政相談	 ● 4月健康相談
� 受付時間：9：00 ～ 11：30、13：00 ～ 14：30（すべての会場で同じ）

日 時間 会場 日 場所 お問い合わせ

26 ㈯ 13:00 ～ 16:00 佐渡島開発総合センター
9㈬ 両津支所 両津支所福祉保健係

☎ 27-211416 ㈬ 9:00 ～ 12:00 あいかわ開発総合センター

23 ㈬ 13:00 ～ 15:00 金井コミュニティセンター
15 ㈫ 相川支所 相川支所福祉保健係

☎ 74-03397 ㈪ 9:00 ～ 12:00 新穂行政サービスセンター

1㈫ 13:30 ～ 15:30 畑野行政サービスセンター 15 ㈫ 佐和田保健センター

健康医療対策課保健係
☎ 63-3115

18 ㈮ 13:30 ～ 15:30 真野行政サービスセンター 16 ㈬ 金井コミュニティセンター

7㈪ 9:00 ～ 12:00 小木行政サービスセンター 23 ㈬ トキのむら元気館

9㈬ 10:00 ～ 12:00 羽茂農村環境改善センター 22 ㈫ 畑野農村環境改善センター

16 ㈬ 13:30 ～ 15:30 赤泊福祉保健センターやすらぎ 18 ㈮ 真野ふるさと会館

※佐和田地区は 4月の行政相談日はありません。 16 ㈬ 小木行政サービスセンター
羽茂支所福祉保健係
☎ 88-311115 ㈫ 羽茂支所

18 ㈮ 赤泊行政サービスセンター

● 4月各種相談
【新潟県弁護士会リーガルサービスセンター佐渡相談所】

11 ㈮
10:00 ～ 12:30

あいぽーと佐渡
前日までに要予約 新潟県弁護士会

☎ 025-222-553325 ㈮ 佐渡中央会館

【土地家屋調査士無料相談】

9 ㈬ 14:00 ～ 16:00 金井コミュニティセンター 要予約（受付：平日 9:00 ～ 16:00）
土地の測量、分筆、地積更正、地
目変更、建物の新築・増築、取り
壊しなど、土地・建物の表題登記
や境界に関するご相談。

土地家屋調査士会
佐渡支部
☎ 55-3117

21 ㈪�
～ 25 ㈮ 13:00 ～ 17:00 各土地家屋調査士事務所

【司法書士無料法律相談】

21 ㈪
～ 25 ㈮ 13:00 ～ 17:00 各司法書士事務所

一般的な法律知識の提供や、問題
解決のための法的なアドバイスな
ど。（要予約）

司法書士会
佐渡支部
☎ 67-7272

納期のお知らせ
【市税など】（口座振替日は納期限と同日です。）

○ 3 月分 ○ 4 月分 ○上下水道料金の口座振替日
納期限 3月 31 日㈪ 納期限　4月 30 日㈬ 3月分 再振替日　4月 11 日㈮
再振替日 4月 14 日㈪ 固定資産税（1期） 4月分 振替日　　4月 25 日㈮
国民健康保険税（9期） 介護保険料（1期）
後期高齢者医療保険料（12 期）



地 区 名 住 所 名 氏　　　名 保護者 たんじょう

両津 両津夷 齋 藤 　 　 亘（こう） 貴文 1 . 4

〃 梅津 山 本 羚 愛（りわ） 尚人 1 . 5

相川 南片辺 坂 野 新 奈（にいな）農 1 . 1

佐和田 窪田 三 浦 梓 愛（しあ） 悠 12 . 3 1

〃 中原 葛 西 奏 太（かなた）亮介 1 . 1 4

地 区 名 住 所 名 氏 名 年齢 ご 命 日

両津 原黒 淺 野 雄 三 7 7 1 . 4

〃 梅津 白 須 　 　 勝 6 8 1 . 5

〃 河崎 池 　 　 圭 子 5 4 1 . 6

〃 城腰 野 口 輝 夫 7 7 1 . 1 1

〃 両津湊 渡 邉 正 弘 8 6 1 . 1 2

〃 下久知 池 田 政 春 8 6 1 . 1 2

〃 椿 金 子 安 輝 8 5 1 . 1 3

〃 加茂歌代 本 間 政 彦 6 4 1 . 1 3

〃 加茂歌代 田 宮 ミ ヨ 1 0 3 1 . 1 4

〃 両津湊 真 子 　 　 猛 9 2 1 . 1 7

〃 岩首 齋　 藤　 サ ナ エ 7 6 1 . 2 2

〃 両津湊 髙 野 和 美 8 8 1 . 2 5

〃 長江 野 﨑 和 子 9 2 1 . 2 6

〃 上横山 藤 木 光 江 8 8 1 . 2 9

〃 下久知 滝　 本　 シ ヅ ヱ 9 4 1 . 3 1

相川 戸中 松 永 チ ヨ 9 1 12 . 3 0

〃 相川石扣町 山 本 ミ ト 9 3 1 . 1

〃 相川紙屋町 本 間 繁 男 7 2 1 . 8

〃 姫津 水　 野　 ノ ブ 子 8 9 1 . 1 3

〃 高瀬 𡈽 屋 笑 子 9 2 1 . 2 0

〃 北田野浦 若 林 　 　 繁 8 2 1 . 2 0

〃 小田 稲 場 ア ヤ 8 4 1 . 2 2

〃 相川南沢町 北 見 　 　 悟 8 8 1 . 2 5

〃 高千 石 塚 幸 子 9 1 1 . 2 6

〃 小田 中 村 正 直 9 8 1 . 2 7

〃 入川 計 良 　 　 昭 9 2 1 . 2 8

佐和田 東大通 伊　 藤　 キ ヨ ノ 9 4 1 . 6

〃 山田 近 藤 策 治 8 9 1 . 1 2

金井 吉井 本 間 　 　 進 9 0 1 . 4

〃 千種 佐 藤 　 　 正 9 0 1 . 6

〃 三瀬川 神 藏 権 内 9 1 1 . 1 0

〃 千種 矢　 田　 美 惠 子 7 7 1 . 1 2

〃 金井新保 中　 川　 フ サ ヱ 1 0 2 1 . 1 2

〃 千種 笠 井 俊 一 8 7 1 . 2 0

佐和田 市野沢 中 川 桜 花（おうか）泰雄 1 . 2 5

金井 泉 榎 田 紬 希（つむぎ）創 1 . 1 0

〃 泉 榎 田 健 汰（けんた）創 1 . 1 0

新穂 新穂大野 鈴 木 瑛 大（えいた）諒 1 . 4

真野 長石 本 間 奏 翔（かなと）和也 1 . 2

小木 小比叡 金 子 　 　 徠（らい） 直緒人 12 . 2 6

金井 千種 伊 藤 　 　 勇 8 0 1 . 2 3

〃 吉井 小 野 寺　 一　 義 7 4 1 . 2 6

〃 泉 長 岡 　 　 進 8 4 1 . 3 1

新穂 新穂潟上 本 間 邦 博 6 9 1 . 2

〃 上新穂 石 井 三 雄 9 1 1 . 5

〃 新穂舟下 森 田 好 美 9 2 1 . 7

〃 新穂北方 本 間 誠 一 8 2 1 . 1 0

〃 上新穂 土　 屋　 マ サ ヱ 1 0 1 1 . 1 9

〃 新穂潟上 石 川 　 　 汎 9 3 1 . 2 0

〃 新穂長畝 和　 田　 美 千 代 8 8 1 . 2 4

〃 新穂青木 石　 川　 ミ チ 子 9 4 1 . 2 5

〃 新穂長畝 和　 田　 ま や 子 7 4 1 . 2 8

〃 新穂大野 安 田 藤 一 8 6 1 . 2 8

畑野 三宮 矢 田 久 枝 8 5 1 . 1

〃 畑野 星 野 勝 彦 7 1 1 . 3

〃 畑野 小 田 光 江 8 5 1 . 2 5

〃 丸山 本 間 利 夫 8 5 1 . 2 9

真野 背合 松　 本　 ヨ シ 子 1 0 4 1 . 5

〃 竹田 三　 浦　 仁 一 郎 8 3 1 . 9

〃 金丸 大　 地　 チ サ 子 8 7 1 . 1 0

〃 吉岡 右　 近　 一 二 子 9 8 1 . 1 6

〃 真野新町 山 田 ミ エ 9 5 1 . 2 6

小木 小比叡 丹 後 髙 市 1 0 0 1 . 2

〃 小木町 福 井 公 平 8 4 1 . 1 9

〃 小木強清水 本 間 　 　 勝 9 1 1 . 2 2

〃 小木町 清　 水　 美 智 子 8 6 1 . 3 0

羽茂 羽茂上山田 白 井 俊 春 9 8 1 . 5

〃 羽茂本郷 中　 川　 千 栄 子 6 6 1 . 6

〃 羽茂上山田 佐 久 間　 文　 夫 6 9 1 . 1 3

〃 羽茂本郷 帶 刀 裕 子 6 5 1 . 2 0

〃 羽茂本郷 鈴　 木　 チ ヅ ル 7 4 1 . 2 0

〃 羽茂本郷 庵 原 孝 雄 9 0 1 . 2 2

〃 羽茂本郷 関　 口　 啓 三 郎 9 4 1 . 2 5

赤泊 赤泊 金　 子　 清 太 郎 9 7 1 . 2 0

○人口と世帯数　1 月31 日現在　かっこ内の数値は前月からの増減
佐渡市　男 23,419 人（-68 人）女 24,558 人（-49 人）合計 47,977人（-117人）世帯数 22,545 世帯（-53 世帯）　（単位：人・世帯）
地区名 男 女 合　計 世帯数
両 津 5,129 ( -17) 5,551 ( -11) 10,680 ( -28) 5,092 ( -15)
相 川 2,559 (   -5) 2,597 (   -9) 5,156 ( -14) 2,646 (   -5)
佐和田 3,940 (   -3) 3,982 (   -5) 7,922 (   -8) 3,946 (   -4)
金 井 2,886 (   -9) 3,022 (   -1) 5,908 ( -10) 2,787 (   -3)
新 穂 1,571 (   -8) 1,635 (   -5) 3,206 ( -13) 1,537 (   -8)

戸籍の窓 1.1～1.31 届出
※承諾いただいた方のみ
　掲載しています。

問 市民課戸籍係
　 ☎６３－５１１２

う　ぶ　ご　え

地区名 男 女 合　計 世帯数
畑 野 1,831 (   -9) 1,960 (   -6) 3,791 ( -15) 1,748 (   -8)
真 野 1,984 (   -7) 2,138 (   -7) 4,122 ( -14) 1,796 (   -5)
小 木 1,152 (    0) 1,193 (    2) 2,345 (    2) 1,042 (    3)
羽 茂 1,368 (   -4) 1,471 (   -3) 2,839 (   -7) 1,140 (   -1)
赤 泊 999 (   -6) 1,009 (   -4) 2,008 (-10) 811 (   -7)

お　く　や　み
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カンタンなお仕事に最適

新しい働き手と出会える

これまでの繁忙期は、縁故・知人のつて
で、人材をまかなっていました。
さどマッチボックスで繁忙期前にパート
ナーさんに来ていただき、ある程度の仕
事内容や流れを理解していただくこと
で、繁忙期の人材を確保することができ
ました。単発でリピートしてくれる「常
連さん」をつくることが成功につながり
ました。

募集期間を朝と夜の2時間で掲載し
たところ、大成功しました。
日中に本業があり、スキマ時間に働
ける方からの応募を多くいただいて
います。
未経験の方には話し相手や見守りか
らお願いしており、職員が手薄な時
間に来てもらえるのでとても助かっ
ています。

SNSで情報発信中

X
（旧Twitter）

LINE Instagram Facebook

佐渡市メール配信サービス
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